
令和元年12月19日定例裁判官会議

概況説明資料（刑事部）
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第1表

刑事部の構成等

令和元年11月1日現在

第1 部の数

1 合議部

2令状部

13か部

1か部(第14部）

第2 配置人員

1裁判官

（1）判事 48人（うち職務代行1人）
(2) ：特例判事補 4人（う劃 ｜)ｰ
（3）判事補 17人（うち海外留学1人，育休1人，病休1人）
計 69人

2裁判官以外の職員

（事務補助員，任期付採用者及び臨時的任用者は含まない。 ）
（1）調査官 1人

（2）書記官 143人（うち育休5人,産休1人，税大生1．人，同行休業1人）
（3）速記官 14人

（4）事務官 72人（うち育休4人，産休1人）
計 230人

第3設備
■ 勺

1合議用法廷 20室（うち裁判員裁判用法廷は16室(大法廷
1室，ビデオリンク法廷1室を含む。 ） ）

25室

5室

50室

単独用法廷

勾留質問室
計

２
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◎常置委員会
常置委員所長代行
〃 〃

〃 判事
.〃 〃

〃 〃

〃 〃

〃 〃

〃 〃

〃 〃

◎事務分配関係委員会
委員長 所長代行
委員 判事
〃 〃

〃 〃

〃 〃

〃 〃

〃

〃

〃

首席書記官
訟廷管理官
事件係長

○裁定･丙類合議委員会
委員長 所長代行
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◎新任判事補研さん関係委員会
委員長 判事 （4部）
委員 〃 (10部）
〃 〃

〃 〃

〃 〃

(13部）
(14部）
(18部）

◎司法修習生指導等委員会
委員長 判事
委員 〃

〃 〃

〃 〃

〃 〃

補佐官 〃

〃 〃

〃 〃
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◎刑事法改正関係委員会
委員長 判事 （16部）
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◎医療観察法関係委員会
委員長 判事 （15部）
委員 〃 （1部）
〃 〃

〃 〃

〃 〃

〃 〃

〃 〃

〃 〃
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１
１

く
く
く
Ｉ
く
Ｉ
く
く
く
く
く
く
く
く
く

く
く
く
く

◎犯罪被害者等関係委員会
委員長 判事 （6部）
委員 〃 （1部）
〃 〃

〃 〃

〃 〃

〃 〃

〃 〃

″
″
″

次席書記官
訟廷管理官
主任書記官

〃 〃 ，

〃 〃

〃 〃

〃．

〃

〃

ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ
〃

〃

庶務係長
管理係長

(3部）
(4部）
(8部）
(10部）
(16部）

３
６
７
８
０

く
く
く
く
１Ｉ

ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ

部
部
部
部
部

東簡簡裁判事 （2室）
東簡訟廷管理官

楡井英夫
守下 実
石田寿一

家入美香
永渕健－
今井 理
深野英一
小森田恵樹
三浦隆昭
吉崎佳弥
井下田英樹
村田千香子
三上 潤
小野裕信
佐々木一夫
瀧岡俊文
木口麻衣
内山香奈
一社紀行
柏戸夏子
堀内信宏
山井翔平
岩瀬みどり
廣見光二郎
東郷友整
飯田理惠
濱口勝美
水戸達城
石川 仁
白崎康弘
木村孝二
林 広

中山大行
家入美香
丹羽敏彦
深野英一
寺尾 亮
三浦隆昭
小林謙介
東郷友整
馬渡正幸
鈴木基良
藤本佳織
清水 洋
小川真弘
坂崎恭子
吉田智博
小林啓基
小野 勝
水出彫子

◎刑事･少年関係連絡協議会
代表幹事所長代行
幹事
〃

〃

判事
〃 〃

〃 〃

〃 判事補

(13

(13

(13

(13

部
部
部
部

ｊ
ｊ
ｊ
ｊ

伊藤雅人
島田 一

家令和典
村山智英
森里紀之
伊藤友紀子

◎刑事裁判実務研究会
常任幹事所長代行 島田 一
幹事 判事 (14部）赤松亨太

◎裁判長懇議会

常任幹事所長代行 島田 一
幹事 判事 （1部）守下 実

◎昼食会

代表幹事判事 （13部）家令和典

◎霞水会
幹事 判事
〃 〃

〃 〃

〃 〃

．〃 〃

〃 〃

〃 判事補
〃 〃

◎霞陽会
幹事 判事
〃 〃

〃 〃

◎水曜会
幹事 判事
〃 〃

◎鍾翔会

幹事 特例判事補
〃 判事補
〃 ‘ 〃

〃 〃

Ｆ
●

(13
(13
(13
(15
(15
(15
(13
(15

ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ

部
部
部
部
部
部
部
部

ｊ
ｊ
ｊ

ｊ
ｊ

部
部
部
一
部
部

く
く

１
く
１

１
６
３

く
く
１
１
４
５

(14
(13
(16
(18

ｊ
ｊ
ｊ
ｊ

部
部
部
部

ひ

家
村
森
楡
三
小
伊
岩
井
日
村
土
ﾉj 、

の

島
伊
松
廣

令和･典
山智英
里紀之
井英夫
上 潤
野裕信
藤友紀子
瀬みどり

下田英樹
野浩一郎
山智英

倉健太
野裕信

尻大志
藤友紀子
村光泰
見光二郎

◎公判前整理手続委員会
委員長 判事 （3部）
委員 〃 （3部）
〃 〃

〃 〃

〃 〃

〃 ≦ 〃

″
″
″
″

(4部）
(8部）
(11部）
(17部）

特例判事補 （10部）
次席書記官
訟廷副管理官
主任書記官

〃 〃

〃 〃

〃 〃

〃 〃

(3部）
(6部）
(13部）
(16部）
(18部）

◎公判審理手続委員会
委員長 判事 （17
委員 〃 （3
〃 〃

〃 〃

〃 〃

〃 〃

〃 〃

〃

〃

訟廷副管理官
主任書記官

〃 〃

〃 〃

〃 〃

４
６
７
８

く
く
ｌ
く

(15

剖
剖
剖
剖
細
細
訓

（4部
(10部
(15部
(17部

ｊ
ｊ
ｊ
ｊ

◎裁判員選任手続委員会
委員長 判事 (I部）
委員 〃 （6部）
〃 〃 。

″
″
″
″

″
″
″
″

次席書記官〃

〃 〃

訟廷管理官〃

〃 裁判員調整官

(8部)
(15部）
(16部）
(17部）
(18部）

主任書記官 （1
〃 〃

″
″

裁判員第一係長
同係書記官

〃 〃

″
″
″
″

裁判員第二係長
同係事務官
事務局次長
経理課長

(7
部
部
ｊ
ｊ

●

丹羽敏彦
長池健司
今井 理
冨田環志
井下田英樹
山下博司
内山香奈
遠山千夏
鈴木 誠
阿野富紀緒
町島憲之
大門亜也子
大島修市
林 広

下津健司
多田裕－
深野英一
日野浩一郎
野澤晃一
熊代雅音
三上 潤
飯田理惠
松本秀樹
石川 仁
木村孝二
松浦拓也

守下 実
室橋秀紀
寺尾 亮
小野裕信
小林謙介
秋田志保
木口麻衣
塚原雅彦
遠山千夏
馬渡正幸
佐藤宣宏
高橋剛弘
相馬理恵
重松由香
伊藤友昭
酒井百合子
梅田研二
仙賀桃代
依田弘太郎
木田佳子

野英 一

野浩一郎

晃雅

一

◎裁判員制度等広報委員会
委員長 判事 ． （7部）
委員 〃 （3部）

（7部）

〃 〃

〃 〃

〃 〃

〃 特例判事補
〃 〃

〃 判事補
〃 〃

〃 〃

〃 〃

〃 〃

″
″
″
″
″
″

次席書記官
裁判員調整官
裁判員第一係長
同係書記官
総務課長
総務課課長補佐

◎裁判員裁判の在り方を考える委員会
委員長 所長代行 烏
委員 判事 （1部）
〃 〃

〃 〃

〃 〃

〃 〃

〃 〃

〃 〃

〃 〃

〃 〃

〃 〃

〃 〃

〃 〃

〃 〃

(3部）

(3部）
(4部）
(7部）
部）
4部）
4部）

ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ

部
部
部
部
部

河本雅也
（3部）長池健司
（7部）結城真一郎
(14部）世森ユキ．
(16部）西山志帆
(10部）内山香奈
(14部）島尻大志
（3部）岡田佳子
（4部）柏･戸夏子
（7部）金子茉由
(10部）堀内信宏
(11部）山井翔平
遠山千夏
佐藤宣宏
重松由香
向田隆子
岩崎光宏
久保宗義

Fえる委員会
島田 一

（1部）守下 実
（3部）丹羽敏彦
（3部）長池健司
（4部) ．深野英一
（7部）河本雅也
(13部）森里紀之
(14部）福嶋－訓
(14部）士倉健太
(16部）西野吾一
(16部）西山志帆
(17部）下津健司
(18部）佐々木一夫
(18部）瀧岡俊文



刑事訴訟事件（新受，既済，未済）年度別比較表
=●一新受

÷既済

室昔一未済(不動事件を含む）

(延べ人員） (延べ人員）

9,000 9,000
(延べ人員）

０
１
３

900

し

I

8,000 618,000

800

7,000 7,000

700

6,000 6,000

600 ■
■
■
■
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ロ
●

5,000 5,000
500

4,000
4

1

4,000400

3,000
300 3,000

１
■

４

４

。

2,000200
2,000

100 1,000
1,000

翻
心
ｌ
↓
剛

0
0

平成26年 平成27年 平成28年 平成29年 平成30年

【合議事件】

0
平成26年 平成27年 平成28年 平成29年 平成30年

【単独事件】
平成26年 平成27年 平成28年 平成29年 ・ 平成30年E

【合議，単独計】

8,344

ノ

7，291

人
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2,043
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一

b
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●
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●
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年度別新受人員調査表

声壼ﾕデ』ﾛ階 . ! ÷罫､ ,､"0ローーマロローp_ , ＝.､ 手三今 .. ． ._､ --
句
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翻
心
１
Ｎ
剛

甲類法定合議事件とは,裁判所法26条2項2号に定める合議制事件(法定合議事件)のうち乙類合議事件を除いたものをいう。
乙類(法定,裁定)合議事件とは,法定合議事件又は事件の係属する部からの申出に基づき裁定合議委員会において合議体で審判するのが相当であるとの決定をした事件のうち公安労働等に関係する事件をいう。
部内合議決定には法定合議事件,裁定合議事件に併合された単独事件を含む。
下欄の｢30(10月末現在)｣及び｢1(10月末現在)｣は,平成30年10月31日現在と令和元年10月31日現在を比較したものである。
（ ）内は前年度以前受理事件を各年度に合議事件としたもので､いずれの年度にも計上していない。

年度
合議単独合計

"U刀U ヱ

八 員 数（延べ人員）

合議事件
法疋合議

甲類 乙類

…人ヒーロ弓趣

裁定合議委員会の決定

甲類 ア’麺
一 部内合議決定

単独事件

15 14j938 1,244 752 752 0 492 31 9 452 （ 54 ） 13,694
16 15,390 1,420

■

856 849 7 564 18（ 7 ） 10 536 ( '01 ) 13,970
17 15,216 1,427 947 947 0 480 0 3 477 （ 54 ） 13,789
18 12,509 1,345 888 888 0 457 15 0 442 （ 51 ） 11,164
19 10,587 1,113 755 752 3 358 3 4 351 （ 40 ） 9,474
20 9,479 1,184 821 821 0 363 2 2 359 （ 57 ） 8,295
21 9,315 964 624 624 0 340 5.( 1 ) ll 324 （ 62 ） 8,351
22 7,931 754 462 462 0 292 2 0 290 （ 50 ） 7，177
23 6,896 501 345 345 0 156 1 ( 1 ) 0 155 （ 53 ） 6,395
24 6,600 580 294 288 6 286 11 2 273 （ 61 ） 6,020
25 6,324 532 312 312

、 旬 －

0 220 21 0 199 ( 2' ) 5,792
26 6,828 537 337 337 0 200 17 2 181 ( 41 ) 6,291
27 7,763 776 472 470 2 304 0（6 ） 0 304（60 ） 6,987
28 6,909 622 404 402- 2 218 5（6） 1 212（ 67 ） 6,287
29

30

7,662

8,714

509

478

353

370

350

370

3

0

156

108

0

12

q
01－ ＝_一別

0

153（ 21 ）

96（ 25 ）

7,153

8,236
30 （10月末現在） 6,912 381 288 288 0 93 12 0 81 （ 25 ） 6,531
1 （10月末現在） や 6,706 486 359 359 0 127 9（ 3 ） 0 118（ 39 ） 6,220 』



刑事訴訟事件新受人員の推移
新受人員

延べ人員

18,000

16,000
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刑事訴訟事件,外国人事件,租税事件調査表

+11 ＝
奇)処理状折

外|玉 乏理状折
奇)処理状折

脇
①
剛

新受

合義

法定合議 裁定合議
単独 計

弔ロ

シ緕

合議 単独 計

、

4■■■

フ ﾐ済

合議 単独 計

26 337 200 6,491 6,828 561 6,023 6,584 427 1,895 2,322

27 472 304 7,291 7,763 628 6,789 7,417 625 2,043 2,668

28 404･ 218 6,505 6,909 849 6,469 7,318 482 1,777 2,259

29 353 156 7,309 7,662 615 6,674 7,289 443 2,189 2,632

30
、ローーq■‐口一一一一一．■

ロ

(1～9月）

和
一
別
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卓
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一

。

108
■●ー■■‐ロ

56

４
－
９

別
一
花

，
ロ
，

８
－
５

－

8j714
口一口■■‐■D‐‐■■ロー＝

6，019
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1

(1～9月）
310 67 5,617 5,927 400 5,621 6,021

凸 ●

452 2,504 2,956
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合議 単独 合議,単
独計

26
66

19.6％

629

9.7％

695

10.2％

27
100

21.2％

851

11.7％

951

12.3%

28
72

17.8％

826

12.7％

898

13.0%

29
91

25.8％

1,323

18.1％

1,414

18．5%

30

l q■。■q■Q■q■■I ■■ーq■q■。■｡

(1～9月）
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20.9%
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1
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合議 単独 計

既済

合議
一

単独 計

未済
一
室
隈

〈
口 鳥 単独 計

26
7

2.1%

46

0.7％

53

0.8％

4 38 42 11 22 33
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31

6.6％

46

0.6%
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13 36 49 28 33 61

28
17
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15 48 63 30 13 43
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刑事訴訟事件終局人員年度別調査表

三 壼T三 早 三言二ｺ菫壽司ハ 八 八
八

利の 11自に ]兀年9月までの割合

｡ 0

26

合議

単独

合単計

人
三
＝
面

諄
〈
ロ

人貝
雪
ヘ
コ

人
‐

ヨ

諄
〈
ロ

3

0.5％

199

3.3％

202

3. 1%

76

13.5%

3410

56.6％

3486

52.9％

171

30.5％

1669

27.7％

1840

27.9％

231

41.2%

672

11.2%

903

13｡7%

70

12.5%

67

1. 1%

137

2. 1%

6

1. 1%

4

0. 1%

10

0.2％

4

0.7％

1

0.0%

5

0. 1%

0

0.0％

1

0.0％

1

0.0%

561

6,023

6, 584 15. 1
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合単計

人 員
雲
〈
ロ

人 ､｡
コ

ヨ

害
へ
口

人 ’
餌
二

匡ゴ

ヨ
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0.8％

322

4.7％

327

4.4％
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21.5%

4251

62.6％

4386

59. 1%

156

24.8％

1515

22.3％

1671

22.5％

206

32.8％

653

9.6％

859

11.6%

97

1564%

46

0.7％

143

1.9％

9

1.4％

1

0.0％

10

0. 1%

16

2.5％

0

0.0％

16

0.2％

4

0.6％

1
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5

0. 1%
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6,789

7,417 16. 1
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合議

単独

合単計

人 b●

目＝
ﾛ■■■■

毒
△
ロ

ノヘ
一
一
一
二
【

固
弓
雁 ヨ
今
ロ

人員
割合

0

0.0%

270

4.2％

270
｡ 3.7％

99

11.7%

4027

62.3％

4126

56.4％

187

22.0％

1293

20.0％

1480

20.2％

379

44.6％

741

11.5%

1120

15.3%

160

18.8%

135

2. 1%

295

4.0％

22

2.6％

3

0.0％

25

0.3％

1

0. 1％

0

0.0%

1

0.0％

0. 1%

0

0.0％

1

0.0％

849

6,469

7,318 16.3

29

合議

単独

合単計

人員

割合
人員
割合
人員
割

凸
一

ﾛ■■■

10

1.6％

360

5.4％

370

5｡ 1%

102

16.6%

4200

62.9％

4302

59.0％

127

20.7％

1453

21.8%

1580

21.7%

211

34.3％

563

8.4％

774

10.6%

131

21.3%

89

1.3％

220

3.0％

34

5.5％

8

0. 1%

42

Oj6%

0

0.0％

1

0.0％

1

0.0％

0

0.0％

0

0.0%

0

0.0％

615

6,674

7, 289
14.3

30

合議

単独

合単計

人」
’
一
一
一
一
一
【

割合
人員
割合
人員
空
ロ恰

8

1.3%

351

4.5％

359

4.3％

145

24.2％

5159

66.5％

5304

63.4％

130

21.7%

1420

18.3%

1550

18.5%

201

33.5％

672

8.7％

873

10.4%

96

16.0%

137

1.8%

233

2.8％

19

3.2％
17

0.2％

36

0.4％

0

0.0％

5

0． 1%

5

0． 1%

1

0.2％
0

0.0%

1

0.0%

600

7,761

8, 361
14. 1

[13.0%1



刑事訴訟事件未終局人員(審理期間)年度別比較表

→－6月以内

一■－1年以内

-‐ 2年以内

一●－2年を超える(不動事件を含む）

艇べ人員）
(延べ人員）

30C
3,000

500

280

2,270

為51 450
(延べ人員） 26C

2,500
,000 ＞

I

240

400

300，

220

1,760
l;17 350

200 2,000

ｌ

今
“
二
一
■
ロ
可

。

,500
180

300

160

1,500
し

250＝

140

,000
120

200

105

100 1,000

150
80

500１
１

60
100

500

40

50

20

平成26年 平成27年 平成28年 平成29年 平成30年

【合議事件】

0
00

1昼
0平成26年 平成27雫 平成28年 平成29年 平成26年 平成27年 平成28年 平成29年

【合議，単独計】

平成30年
糾
的
剛

【単独事件】

1 (429 2,477

~Z,

ド
『

4 ，0 ／
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刑事訴訟長期未済事件(2年経過)年度別調査表

1年度別調査表
2長期化事由調査表

※（ ）内の数字は不動事件の件数を内数で示し，
〔 〕内の数字は不動事件を除く割合を示す。

刀ｲ､副事件を除く長期未漂

※（ ）内の数字は不動事件の件数を内数で示し，
〔 〕内の数字は不動事件を除く割合を示す。 拙

①
剛

一子

年度 未済
件数

長期未済
件数

長期未済件
数の占める割
合(％）

26 2,322

61

(25）

2.6

〔1.6〕

27 2,668

43

(25）

1.6

[0.7]

28 21259

68

(24）

3.0

〔1.9〕

29 2,632

64

(24）

2.4

〔1.5〕

30

00■ーロ■②－0■●ー。■‐－0■－｛

０
０

０
０
ａ

(10月末現在）

2,985

‐‐‐ー●ー一口■

2,559

76

(24）
■■■‐－－ーー一一‐ーー‐■

86

(24）

■■■■ ‐ー‐

2.5

〔1.7〕
q■q■‐ー‐‐ー‐0

3.4

〔2.4〕

1

〃
、

(10月末現在） 2,898

75

(24）

2.6

〔1.8〕

年度 未済
件数

長期未済
件数

長期未済件
数の占める割
合(％）

26 427
53

(21）
12．4

〔7.5〕

27 625
34

(21）
5．4

凸

〔2.1］

28 482
43

(20）

8.9

〔4.8］

29 443
36

(20）
8.1

〔3.6］

F

O

30
■■ー‐ー‐‐一一‐ー■■ｰ■

:(10月末現在）
！

７
－
１

７
口
０

３
－
３

一一

蛇
刈
坊

’
一一一一

・
一

(20）

11．1

〔5.8〕
■口■■‐‐ー一口ー■■＝･＝■■■

15．0

〔8.3］
1

(10月末現在）
449

42

(20）
9.4

[4.91

合
単
別

事案複
雑困難

被告人

の逃亡
病気等

関連事

件の審
理待ち

計

合
議
事
件

2年以上

3年以上

4年以上

5年以上

6年以上

7年以上

8年以上

9年以上

10年以上

計

7

7

14

4

2

6

2

2

13

7

0

0

0

0

0

0

2

22

単
独
事
件

2年･以上

3年以上

5 年以上

計

4

13

17

1

5

6

12 0

5

18

6

29

合議･単独計 31 18 2 51

年度 未済
件数

長期未済
件数

長期未済件
数の占める割
合(％）

26 1,895
8

(4)

0.4

〔0.2］

27 2,043
9

(4)

0.4

[O.2]

28 1,777
25

(4)

1.4

〔1.2〕

29 2,189
28

(4)
1.3

[1.1]

F

O

30

｡ーーー‐ーローーロ＝■■■

I(10月末現在）
■

８
－
８

０
口
５

痘
一
２

２
－
２

－
一ー＝＝－－

34

__-_鯉
41

(4)

1．3

._______且型
●

l.8

〔1.6］
1

(10月末現在） 2,449
33

(4)
1.3

[1.21



●

第10表

裁判員裁判対象事件等の新受人員調査表
合議・単独別等の新受人員内訳

合議。単独別

年度 新受人員（延べ人員）

平成26年 平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 合計 5年平均
令和元年
(1～10月）

法定合議事件 337 472 404 353 370 1936 387 359

裁定合議事件 200 304 214 156 '108 982 196 127

単独事件 6291 6987 6291 7153 8236 34958 6992 6220

新受人員合計 6828 7763 6909 7662 8714 37876 7575

、

6706

裁判員対象事件罪名（未遂を含む）

年度 新受人員（延べ人員）

平成26年 平成27年 平成28年 平成29年
● ｡

平成30年 合計 5年平均
令和元年
(1～10月）

現住建造物等放火 8 3 6 7 7 31 6 4

激発物破裂 0 0 0 0 0 0 0 0

通貨偽造 0 0 0 1 0 1 0 1

偽造通貨行使 2 1 0 0 4 7 1 4

強制わいせつ致死傷 13 3 13 14 12 55 11 5

強姦致死傷，強制性交等致死傷 7 8 8 12 5 40 8 3

集団強姦致死傷 0 0 0 2 0 2 0 0

殺人
6

20 23 15 25 19 102 20 24

傷害致死 19 12 7 6 8 52 1O 6

危険運転致死 2 1 2 0 0 5 1 0

保護責任者遺棄致死 0 0 0 0 2 2 0 0

逮捕監禁致死． 0 2 0 0 0 2 0 0

身代金拐取 0 0 3 0 0 3 1 0

拐取者身代金取得等 0 2 1 0 0 3 1 0
0

強盗致傷(強盗傷人） 27 31 16 48 44 166 33 36

強盗致死（強盗殺人)． 7 5 1 3 0 16 3 5

強盗強姦，強盗・強制性交等
①

0 ll 1 2 3 17 3 2

爆発物取締罰則 1条 ， 2条 0
Q ●

0 1 1 0 2 0 0

銃刀法（略称) 31条(3条の13),31条の
2第2項(3条の4）

2 1 0
； 。

7 4 14 3 0

組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制
等に関する法律3条1項7号， 3条1項10号

0 0 0 0

C ●

0 0 0 0

覚せい剤取締法41条2項 17 14 20 23 26 100 20 59

麻薬及び向精神薬取締法64条2項 0 0 0 0 0 0 0 0

麻薬特例法（略称） 新法5条l～4号， 旧
法8条l～4号 23 33 2 0 9 67 13 8

海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に
関する法律違反 0 0 0 0 0 0 0 0

裁判員対象事件新受人員合計 147 150 96 151 143 7 137 157



I

裁判員裁判対象事件月別比較表(制度施行月一令和元年10月）

ーｰ ‐ - '｡.‐＝マーp－ 一 ■ﾛ■■■■■■一一＝｡芦一夕、〃

30年
1月 2月 3月 合計

(21.5～30.12)
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

新受件数 9 15 13 11 11
一

16 14 6 5 20 4 18 1,393

既済件数 10 15 17 1 13 22 13 0 13 25 -12 15 1,277

既済率
(累計） 89.9％ 90.3％ 90.4％ 90.4％ 90.0％ 90.7％ 91､2％ 91.8％ 91.7％ 91.7％

※既済率：全既済件数／全新受件数（小数点第2位を四捨五入）

↓
一
鯛

5月 ～
21年
12月

22年
1月～12月 1月 ～

23年
12月 1月 ～

24年
12月

25年
1月～12月 1月 ～

26年
12月

27年
1月～12月 1月 ～

28年
12月

29年
1月～12月 1月 ～

30年
12月

31年
令和元年
1月～10月

合計
(H21.5～R1.10)

新受件数 104 180 151 139 133 147 150 96 151 142 157 1,550

既済件数 9 152 166 151 152 129 128 124 110 156 101 1,378

既済率
(累計） 8.7％ 56.7％ 75.2％ 83.3％ 89.1％ 88.9％ 88.3％ 91.9％ 89.6％ 91.7％ 8839％ 88.9％



勾留関係事件等年度別調査表
。 '〃1．蝉ヂ、

2勾留理由開示請求事件関係 (杜對｝

3保釈請夏■、事件関係（刑ヨ =14=RW』堀 1,〕,4牛、 /〃卜料、 ■一 ＝

洋
一
、
づ ･ イ血i全耗、

(c)請求総数のうち接見禁止等に対する準抗告

||:|鰹撫繊菱対する件ゞ
((a)+(b))

職
二
Ｎ
剛

請求総数 発付総数 却下総数 発付率

26 14,894 13,826 1,068 92.8％

27 15,899 14, 526 1,373 91.4%

28 15, 143 13,758 1,385 90.9%

29 14,929 13, 154 1,775 88. 1%

30

(1～IU月ノ
◆

15,671

13, 302

13,811

11,709

1,860

1, 593

88. 1%

8＆0％

(1～
1

10月） 12,303 10,918 1,385 88.7％

請求総数 開示総数

26 117 99

27 147 126

28 146 118

6 29 105 85

30

(1～10月）

104

83

92

70

(1～
1

10月） 84 80

計1
胡

請求総数 許可総数 許可率

26 1,515 788 52.0％

27 1,897 1,057 55.7％

28 1, 806 1, 135 62.8％

29 l;931 1,330 68.9％

30

(1～ 10月）

2, 124

1, 690

1,498

1, 178

70.5%

69.7％
1

(1～10月） 1,857 1,063 57.2％

K≦ 一

少

、

仁
一

一

■■■

ゴ,

牙

請求総数 (c) (a) (b)

26 1,352 91 91 0

27 1,678 133 133 0

28 1,639 82 82 0

29 1,864 113 113 0

30

(I～ 10月）

1,833

1,534

125

107

125

107

0

0

(1～
1

10月） 1, 559 102 102 0



第13表

勾留関係事件等の推移
1 勾留請求事件関係
求及ひ発付

’4邪5

1． 1Ⅱ11

i71

I

1 I 111

】． ’ⅡⅡ

11

』

i 7 8 9 10 j 1．／ 18 19 ZU j Z./ Z8 Z9 3I

年度

保釈請求事件関係（刑事第14部取扱い分）2

3iOOO

2, 500

一
（
叩
″
傘
一
』
■
■
■
■
Ｐ

Ｉ
《
叩
哩
ソ
伍
二
■
■
Ｐ

8

4

2.000

４

１
１l‘ 500

1,000

500

0

l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 2425 26 27 28 29. 30
年度

準抗告請求事件関係3
2．000

；
０

０
０
０

０
０
０
０

５

０
５
０
５
０
５

毎
．
〃
Ｕ

５
２
０
７
５
２

１
９

１
０

１
や

１
０

１
１

l 2 3 4 5 67 8 9 10 11 12 13 14 15 1617 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
●

年度

却下

一心－－謂求総数(件数）

--→--.発付総数(件数）

一一却下総数(件数）

19,
白｡岸｡、

9

qR』R

15
1③守守③

538 18,6

3i5,08避澄
15.899

11%4RO4pJ5,

1860

287

、 ｡

、 35jO｣91

5,3371b'628 14,"IWr
ll

！1

210亨幸
ー

9,960

9,208

9,975
、

■ ▲全一 57

－畳一舗求総数(件数）

－うち許可総数(件数） 2. 501
2,435 2,473

a

1,8431,98618671' 9
019

2
争

ノ
●

d nn”

453 1.387 1., /言･意へ 70
1 』9，

93

1

0

716 1，6

1

､画一 1．51

1 n月

マ

80
1, 143 1． 137

輌弓室、.___〆
798 788

q

も

、

0
4

I Q ロ ﾛ ■ G ■ ． ｡

-勺一萌求総数（件数）

一うち接見禁止等に対する準抗告(件数）

争 旬

1．86

4ﾉｺ｣当
、 ○ P

1,6

ツP~餌 , 639

, 2聖一身ご礫K閏
q

）ｺﾑ増／1，08

●
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第14表
被疑者国選弁護事件処理状況調査表

第15表
医療観察事件新受件数調査表

奇弧内の数子は，東京地裁以外の裁判所での入院訣

年度

勾留質問した被
疑者総数 癬
棚

請求総数

|蕊騨
る割合

選任決定 請求徹厄

「－－－－

却下

職権に
よる選任
決定

選任決定総数

’対象事件数に対す
る割合

平成26年 14,878 10,008 67.3％ 7，018 70.1％ 6,868 141 9

毎

130 6,991 69.9％

平成27年 15,900 10,621 66.8％ 7,298 68.7％ 7,119 167 12 151 7,273 68.5％

平成28年 15,143 10,080 66.6％ 6,880 68.3％ 6,650 ・ 132 30 139 6,789 67.4％

平成29年 14,929 9,992 66.9％ 6,767 67.7％ 6,595 145 23 173 6,768 67.7％

平成30年 15,671 13,528 86.3％ 9,021 66.7％ 8,776 208 37 187 8,963 66.3％

(1～10月） 13,302 11,159 83.9％ 7,399 66.3％ 7》197 173 29 147 7,344 65R％

令和元年
(1～10月）

12,303 12,303 100.0% 8,067 65.6％ 7,847 161 59 216 8,063 65.5％

年度
42条1項の
決定をするこ
との申立て

入院継続の確
認の申立て

退院の許可の
申立て

医療の終了の
申立て

通院期間延長
の申立て

再入院の
申立て 合計

平成26年 29 108 （43）
●

38 （12） 10 （1） 0

●

0 185

平成27年 22 89 （38） 48 （22） 6 （1） 2 0 167

平成28年 23 106 （42） 33 （13） 7 （1） 1 1 171

平成29年 33 92 （29） 36（17） 8 （3） 3 1 173

平成30年 27 97 （29） 32 （10） 5 4 0 165
(1～10月） 23 77(19） 26(8) 3 4 0 133

令和元年
(1～10月）

16 81 （17） 25 （10） 4（1） 5 （1） 1 132



正誤表勾留関係事件等年度別調査表(第12表）

(誤） (正）

+ﾘ箏第14部取扱 呆釈胃 +1男第14=MYW

請求総数 許可総数 許可率

26 1, 515 788 52.0％

27 1, 897 1, 057 55.7％

28 1, 806 1, 135 62.8％

29 1, 931 1, 330 68.9％

30

(1～ 10月）

2, 124

1, 690

1.498

1, 178

70. 5%

69.7％

1

(l～10月） 1, 857 1,063 57.2％

請求総数 許可総数 許可率

26 1, 515 788 52.0％

27 1, 897 1, 057 55.7％

28 1, 806 1, 135 62.8％

29 1,931 1, 330 68.9％

30

(1～ 10月）

1

(l～10月）

2, 124

1, 690

1,722

1,498

1, 178
－－1や寺■r C4 GL 甲一一一一甲一一画一一一

1, 026

70.5%

69.7％

59.6％


